
 

制  定 平成 13年７月１日 

最近改正  令和 ７年６月１日 

 

大阪市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 大阪市ファミリー・サポート・センター事業は、子育ての援助を行いたい者と援助を受け

たい者とを組織化し、相互援助活動を行うことにより、仕事と子育ての両立を支援するとともに、

市民参加による協同の子育て支援を通じての地域コミュニティの形成と地域安全ネットの充実に

資することを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、大阪市（以下「本市」という。）とする。 

ただし、事業の運営については、前条の目的を達成するために、地域の実情に精通し、適切

な事業運営が確保できると認められる法人（以下「受託者」という。）に委託する。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１）ファミリー・サポート・センター（以下「センター」という。） 

子育ての援助を行いたい者（以下「提供会員」という。）及び子育ての援助を受けたい者（以

下「依頼会員」という。）からなる会員組織をいう。 

（２）会員 

センターの構成員であり、この事業の目的を理解し、相互援助活動を行う者であって、運営主

体の承認を得た者をいう。 

（３）コーディネーター 

相互援助活動の連絡・調整等を行う者をいう。 

（４）サブリーダー 

会員の中から選任し、コーディネーターを補佐し、相互援助活動の調整及び交流会・研修会の

企画・協力等を行う者をいう。 

（５）子ども 

保護者にかわっての育児が必要な概ね生後３か月から 10歳未満の者をいう。 

 

（事務局の設置） 

第４条 本部機能を有する事務局（以下「本部」という。）を市内に１か所設置し、支部機能を有

する事務局（以下「支部」という。）を大阪市子育て活動支援事業実施要綱第５条第１項に規定

する、各区子ども・子育てプラザに設置する。 

 

（本部機能の業務） 

第５条 本部機能の業務は次のとおりとする。 

（１）支部の事業把握及び支部間の連絡調整 

（２）全市的な広報業務 

（３）全市的な関係機関との連絡調整 

（４）大阪市ファミリー・サポート・センター事業運営マニュアル等の改訂及び支部コーディネー

ター連絡会等の実施、支部の後方支援に関する業務 

（５）全市的な会員講習会等の実施 



 

（６）補償保険に関する業務 

（７）その他本市が指示する事項 

２ 前項第１号から第７号に規定する業務に従事する本部コーディネーターを本部事務局に配置す

る。 

 

（支部機能の業務） 

第６条 支部機能の業務は次のとおりとする。 

（１）区における会員の募集・登録・更新及び相互援助活動の調整等に係る事務 

（２）本部及び他区支部（隣接区等）との連絡調整 

（３）区内での広報業務 

（４）区内での関係機関との連絡調整 

（５）サブリーダーの選任及びサブリーダー連絡調整会議の開催 

（６）区内での会員交流会の開催及び会員研修の実施 

２ 前項第１号から第６号に規定する業務に従事する支部コーディネーターを支部事務局に配置す

る。 

 

（相互援助活動の内容） 

第７条 相互援助活動は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）保育所・幼稚園・学校等の開始前・終了後、休業日の預かり 

（２）保育所・幼稚園・学校等への送迎 

（３）学校の放課後又は学校の放課後等に行われる児童健全育成活動の終了後の預かり 

（４）子どもの体調不良等、会員の育児に伴う負担軽減等（リフレッシュ）、臨時的・突発的に援

助が必要な場合の預かり 

２ 子どもを預かる場所は、会員の自宅のほか子どもの安全が確保できる場所とし、会員間の合意、

及びコーディネーターの承認により決定する。 

３ 相互援助活動は、特別の事情がある場合を除き、子どもの宿泊は行わない。 

 

（相互援助活動の実施方法） 

第８条依頼会員は、援助を必要とする場合には、原則として支部コーディネーターに対して援助を

申し込む。 

２ 依頼会員から援助の申し込みを受けた支部コーディネーターは、援助の内容、日時等相互援助

活動の実施に必要な事項を詳細に確認し、「援助依頼受付簿」（様式１）に記入のうえ、依頼内容

に適した提供会員に連絡し、活動内容について双方合意できるよう調整する。 

３ 依頼会員は、前項により合意した活動内容以外の援助を求めてはならない。なお、前項により

合意した活動内容に変更の必要が生じた場合は、第１項及び前項を倣うこととする。 

４ 提供会員は、活動終了後、「援助提供活動内容確認書及び報告書」（様式２）に活動内容を記入

し、依頼会員の確認を得なければならない。 

５ 提供会員は、前項の援助提供活動内容報告書を毎月支部に提出する。 

 

（コーディネーターの配置） 

第９条 コーディネーターは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とし、受託者の選考、採用

により配置する。 

（１）児童福祉に関し理解と熱意を有し、幼児教育や保育、相談援助などについて必要な知識およ

び経験・実績のある者 

（２）保育士資格、教諭免許、社会福祉主事任用資格等を有する者、又は、センターのコーディネ

ーター業務の経験を３年以上有する者 



 

２ 前項第１号及び第２号に規定する者に準ずる者で、本市が適当と認めた者も配置することがで

きる。 

 

（会員） 

第 10条 会員は、市内居住者とする。 

２ 会員は、センターが別に定める会則に基づき、相互援助活動を行う。 

３ 会員は、センターの構成員であって、本市及びセンターと雇用関係はない。 

４ 会員は、信義に基づき誠実に相互援助活動を行う。 

５ 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害し

たり、秘密を漏らしたりしてはならない。退会後においても同様とする。 

６ 会員は、政治、宗教、営利を目的とする行為を会員間で行ってはならない。 

７ 提供会員は、満 19歳以上で、子育て支援に熱意と理解があり、安全に子どもを預かることがで

きる適性を備えた健康な者であること。 

 

（入会） 

第11条 会員として入会しようとする者は、入会申込書（兼会員票）（様式３）を支部に提出し、承

認を受けなければならない。 

２ 会員は、入会に際して、本市が指定する講習等を受けなければならない。また、提供会員が新

たに入会する際において、過去に虐待や不適切な行為を行っていないか支部が提供会員に聞き取

り等を行い、そのような行為を行っていることが確認できた場合は、支部は登録を差し控える。 

３ 支部は、第１項の承認を受けた会員に対し、会員証（様式３－２）を発行し交付する。 

４ 支部は、承認した入会申込書（兼会員票）（様式３）を管理する。 

５ 登録の更新をする際には、会員は、その意思を明らかにするとともに、入会申込書（兼会員票）

（様式３）を支部に提出する。 

 

（会員資格の喪失） 

第 12条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失する。 

  （１）退会の申出の意思を支部に表示したとき 

  （２）第 10条第１項に該当しなくなったとき 

  （３）死亡したとき 

２ 支部は、会員としてふさわしくない行為があったとき、又は提供会員が虐待や不適切な行為を

行ったことが判明したときは、会員の資格を喪失させることができる。 

３ 会員は、資格の喪失に際して、前条第３項により発行された会員証（様式３－２）を支部に返

還しなければならない。 

 

（保険） 

第 13条 会員は、相互援助活動中の事故に備え、安心して相互援助活動を行うために、本市が指定

する補償保険に一括して加入するものとする。 

 

（報酬） 

第 14条 依頼会員は、提供会員に対し、相互援助活動終了後、別紙「大阪市ファミリー・サポート・

センター報酬に関する基準」に従って報酬を支払う。 

 

（事業報告等） 

第15条 支部は、市長に対し援助内容別活動件数と援助時間（様式４）及び会員種別、年代別会員

数（様式５）により、本部を通じて毎月事業報告を行う。 



 

２ 受託者は、事業年度が終了したときは、事業実績報告書により速やかに市長あて報告しなけれ

ばならない。 

 

（留意事項） 

第16条 コーディネーター及び会員は、本事業の実施にあたり、安全の確保及び保健衛生に十分留

意するとともに、相互援助活動を行うに際して知り得た個人情報について、業務執行以外に用い

てはならない。 

２ 会員は活動中に虐待と疑われる事案を発見した場合には、支部へ速やかに報告すること。支部

は会員からの報告を受けた後、速やかに本部を通じて本市へ報告すること。 

３ 本事業において発生した事故等について本市は一切の責任を負わない。 

 

（実施の細目） 

第 17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。 

 

 

附 則 

本要綱は、平成 13年７月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は、平成 18年７月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は、平成 19年１月４日から施行する。 

附 則 

本要綱は、平成 19年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

 附 則 

本要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

 附 則 

本要綱は、平成 30年 10月１日から施行する。 

 附 則 

本要綱は、令和元年 10月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は、令和７年６月１日から施行する。 



 

 

別紙 

 

大阪市ファミリー･サポート･センター報酬に関する基準 

 

１ 大阪市ファミリー･サポート･センター事業実施要綱第 14 条に係る報酬の基準を次のとおり定

める。 

 

通   常 

（７：00～20：00） 
１時間あたり 800円 

早朝・夜間 

（通常以外） 
１時間あたり 900円 

土・日・祝日・年末年始（12／29～1／3） １時間あたり 900円 

子どもが体調不良の場合 １時間あたり 900円 

 

※活動時間は、提供会員が活動を開始した時刻から終了した時刻までとする。 

 

２ 活動時間が１時間に満たない場合は、１時間とみなす。 

 

３ 活動時間が１時間を超過する場合、30分以内は上記の半額とし、30分を超え１時間までは１時

間の扱いとする。 

 

４ 活動時間が通常の７：00をまたぐ場合は、次のとおりとする。 

（１）動時間が１時間以内の場合は、900円とする。 

（２）活動時間が１時間を超過する場合は、１時間あたり 800円として、30分以内はその半額、30

分を超え１時間までは１時間分を負担する。さらに早朝時間帯の加算として、７:00  までの活

動に対し、60 分あたり 100 円とし、30 分以内は半額、30 分を超え１時間までは１時間分を負担

する。ただし、10円未満は切り捨てとする。 

 

５ 活動時間が通常の 20：00をまたぐ場合は、次のとおりとする。 

（１）活動時間が１時間以内の場合は、800円とし、さらに夜間時間帯の加算として、20：00以降

の活動に対し、60 分あたり 100 円とし、30 分以内は半額、30 分を超え１時間までは１時間分を

負担する。ただし、10円未満は切り捨てとする。 

（２）活動時間が１時間を超過する場合は、１時間あたり 800円として、30分以内はその半額、30

分を超え１時間までは１時間分を負担する。さらに夜間時間帯の加算として、20：00以降の活動

に対し、60 分あたり 100 円とし、30 分以内は半額、30 分を超え１時間までは１時間分を負担す

る。ただし、10円未満は切り捨てとする。 

 

６ 同時に複数の子どもを預ける場合は、預ける子どものうち、次の項目順に当てはまる子どもを

１人目とし、２人目以降は、報酬の基準を半額とする。ただし、子ども毎に算定し、10円未満は

切り捨てとする。 

（１）活動時間が最も長時間の子ども 

（２）活動を開始した時間が最も早い子ども 

（３）最年長の子ども 



 

 

７ 活動の取消しについては、次のとおり依頼会員が支払う。 

  

前日までの取消し           無料 

当日（活動開始まで）の取消し     上記基準により算定された報酬額の 50％ 

                    （ただし、10円未満切り捨て） 

活動開始予定時間後の取消し 

または、無断取消し          全額 

 

８ 食事代は 300円を目安とし、交通費、おむつ代、市販の食事（ミルク）、おやつ代等については、

依頼会員が実費を支払う。 

  依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意する。 



 

大阪市ファミリー・サポート・センター事業実施細目 

 

大阪市こども青少年局長 

 

 大阪市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱第 17条に基づく実施細目を次のとおり定め

る。 

 

１ 第４条関係（事務局の設置） 

本部機能を有する事務局は、大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館（北区天神橋６－

４－20）内に設置する。 

 

２ 第 11条第２項関係（入会に際しての本市が指定する講習等） 

入会に際して本市が指定する講習等については、次のとおりとする。 

（１）提供会員は、令和元年９月 20 日子発 0920 第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の

実施について」に示す講習カリキュラムを満たした、大阪市立男女共同参画センター子育て活

動支援館等で実施する講習を受講または大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館等で

実施する子育て支援講座ほか複数の講習会を受講し、同様のカリキュラムを修了しなければなら

ない。 

（２）依頼会員は、支部コーディネーターより事業内容・会則等についての説明を受けなければな

らない。 

 

３ 第 11条第５項関係（登録更新関係） 

 会員の登録に関しては、１年ごとに更新を行うものとする。 

 

 

附 則 

この細目は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この細目は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この細目は、令和３年４月１日から施行する。 


